
■西条市庁舎
　℡0897－56－5151

■東予総合支所
　℡0898－64－2700

■丹原総合支所
　℡0898－68－7300

■小松総合支所
　℡0898－72－2111

市役所への
お問い合わせ先

　　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
（
全

額
・
一
部
）
・
若
年
者
納
付
猶
予

・
学
生
納
付
特
例
の
期
間
が
あ
る

場
合
、
保
険
料
を
全
額
納
め
た
時

よ
り
も
老
齢
基
礎
年
金
の
受
取
額

が
少
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の

期
間
の
保
険
料
は
、
将
来
受
け
取

る
老
齢
基
礎
年
金
増
額
の
た
め
、

10
年
以
内
な
ら
、
さ
か
の
ぼ
っ
て

納
め
ら
れ
ま
す
（
追
納
）
。

　

免
除
等
の
承
認
を
受
け
ら
れ
た

期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
３

年
度
目
以
降
に
追
納
さ
れ
る
と
、

当
時
の
保
険
料
に
一
定
の
加
算
額

が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給

中
の
方
は
追
納
で
き
ま
せ
ん
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

○
年
金
手
帳

○
認
印
（
ス
タ
ン
プ
印
不
可
）

■
問
合
せ

○
新
居
浜
年
金
事
務
所

ＴＥＬ
０
８
９
７

－
３
５

－

１
３
６
８

○
市
庁
舎
本
館
市
民
生
活
課

　

年
金
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
３
８
３

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

市
民
保
険
係
（
東
予
）

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

　

市
税
の
納
付
方
法
を
口
座
振
替

に
す
る
と
、
納
め
忘
れ
が
な
く
便

利
で
安
心
で
す
。
口
座
振
替
の
手

続
き
は
、
預
金
通
帳
と
通
帳
届
出

印
を
持
ち
、
各
金
融
機
関
の
窓
口

へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
市
が

口
座
振
替
依
頼
書
を
受
理
し
た
日

の
翌
月
末
日
か
ら
口
座
振
替
が
で

き
ま
す
。（
公
的
年
金
か
ら
特
別

徴
収
し
て
い
る
市
県
民
税
に
つ
い

て
は
口
座
振
替
は
で
き
ま
せ
ん
）

■
取
扱
金
融
機
関

　

伊
予
銀
行
、
周
桑
農
業
協
同
組

合
、
西
条
市
農
業
協
同
組
合
、
愛

媛
銀
行
、
東
予
信
用
金
庫
、
広
島

銀
行
、
愛
媛
信
用
金
庫
、
香
川
銀

行
、
百
十
四
銀
行
、
四
国
労
働
金

庫
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
（
順
不
同
）

■
問
合
せ　

市
庁
舎
本
館
納
税
課

　

納
税
第
２
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
７
９

　

軽
自
動
車
税
は
毎
年
４
月
１
日

現
在
の
所
有
者
ま
た
は
使
用
者
に

課
税
さ
れ
ま
す
。

　

廃
車
、
紛
失
、
名
義
変
更
、
住

所
変
更
の
手
続
き
は
、
３
月
中
に

済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。
４
月
以
降

に
手
続
き
を
し
て
も
そ
の
年
度
の

軽
自
動
車
税
は
課
税
さ
れ
ま
す
。

【
手
続
き
の
受
付
場
所
】

■
軽
自
動
車
（
軽
四
輪
）

　

軽
自
動
車
検
査
協
会
愛
媛
事
務
所

（
松
山
市
南
高
井
町
１
８
１
４

－

２
）

ＴＥＬ
０
８
９

－

９
７
５

－

６
７
３
０

■
二
輪
車
（
125
㏄
越
）

　

四
国
運
輸
局
愛
媛
運
輸
支
局

（
松
山
市
森
松
町
１
０
７
０
）

ＴＥＬ
０
５
０

－

５
５
４
０

－

２
０
７
６

■
原
動
機
付
自
転
車
（
125
㏄
以
下
）

○
市
庁
舎
本
館
納
税
課
納
税
第
１
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
７
８

○
東
予
総
合
支
所
税
務
課
税
務
係

○
丹
原
総
合
支
所
総
務
課
税
務
係

○
小
松
総
合
支
所
総
務
課
税
務
係

19
日
㈫　

国
民
健
康
保
険
税
第
８

期
分
の
督
促
状
の
発
送

※
督
促
状
１
通
に
つ
き
100
円
の
督

　

促
手
数
料
を
い
た
だ
き
ま
す
。

３
月
の
市
税
ご
よ
み

市
税
の
納
付
は
口
座
振
替
が

便
利
で
安
心
で
す

バ
イ
ク
や
軽
自
動
車
の
廃
車
・

譲
渡
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

　年度末および年度当初に転入等される方で、通常の開庁時間にその手続きに来られない方のため、本庁市民生活課市民係と
東予総合支所市民福祉課市民保険係、丹原・小松総合支所市民福祉課市民福祉係の窓口業務を延長します。
■開庁場所　市庁舎本館市民生活課市民係、東予総合支所市民福祉課市民保険係
　　　　　　丹原・小松総合支所市民福祉課市民福祉係
■取扱業務　各種住所異動届、印鑑登録、国民健康保険加入・脱退、各種証明書発行、戸籍届出。
　　　　　　※他市町村等に照会が必要なものや届出の内容によっては、当日の取り扱いができないことがあります。
■問 合 せ　市庁舎本館市民生活課　市民係　℡0897－52－1211　

一部窓口業務を 19時 まで延長します 期間：３月27日㈬～29日㈮
　　　４月１日㈪～４日㈭

　

西
条
交
通
安
全
協
会
は
、
４
月

１
日
よ
り
社
団
法
人
か
ら
「
一
般

社
団
法
人
」
に
移
行
し
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
運
転
免
許
更
新

時
等
に
入
会
さ
れ
て
い
た
方
は
、

普
通
会
員
か
ら
賛
助
会
員
と
な
り

総
会
の
議
決
権
が
な
く
な
り
ま
す
。

　

議
決
権
の
あ
る
正
会
員
を
希
望

さ
れ
る
方
は
西
条
交
通
安
全
協
会

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　

西
条
交
通
安
全
協
会

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
５

－

９
９
１
１

西
条
交
通
安
全
協
会
は

一
般
社
団
法
人
に
移
行
し
ま
す

－

免
除
・
猶
予
期
間
が
あ
る
方
へ

－

国
民
年
金
保
険
料
の
追
納
制
度

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
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